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第８章  協力及び応援 

 
第１節  河川管理者の協力 

 河川管理者（北海道開発局長又は北海道知事）は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、 

水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

 

１．北海道開発局長の協力事項         

（１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（湧別川の水位、河川管理施設の操作状況 

  に関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の提供     

（２）重要水防箇所の合同点検の実施        

（３）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加    

（４）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材が不足するような緊急事態に際して、河

   川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の貸与      

（５）洪水、津波等により甚大な災害が発生した場合、又は発生のおそれがある場合に、水

   防管理団体と河川管理者間の水防活動に関する災害情報の共有を行うための水防管理 

  団体への職員の派遣（リエゾンの派遣）      

   

 ２．北海道知事の協力事項         

（１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（道管理河川の水位、河川管理施設の操作

状況に関する情報）の提供         

（２）重要水防箇所の合同点検の実施        

（３）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加    

（４）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材が不足するような緊急事態に際して、河

 川管理者の備蓄資器材の貸与         

 

 

第２節  水防管理団体相互間の応援 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しく 

は消防長に対して応援を求めるものとする。    

 応援を求められた水防管理者又は市町村長若しくは消防長は、自らの水防に支障がない限 

りその求めに応じるものとする。     

 応援のため派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動する 

ものとする。        

 

 

第３節  警察官の援助要求 

 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、遠軽警察署長に対して、警察官の

 出動を求めるものとする。         

 その方法等については、あらかじめ遠軽警察署長と協議しておくものとする。 
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第４節  自衛隊の派遣要請 

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるとき

は、知事（オホーツク総合振興局長）に自衛隊の災害派遣の要請を要求することができる。

  派遣要請の要求に当たっては、次の事項を明らかにするものとする。   

（１）災害の状況及び派遣要請を要求する事由       

（２）派遣を希望する期間         

（３）派遣を希望する区域及び活動内容        

（４）派遣部隊が展開できる場所         

（５）派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項     

 

     


